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あ
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。
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か

保育所名 電話番号 時　間 利用料金

鹿

屋

地

区

松下保育園
（西原１丁目） 0994-42-2769 ８:00 ～ 17:00

４時間以内＝ 1,000 円／日
超過１時間＝０～３歳：250 円
　　　　　　４～５歳：200 円

高隈保育園
（上高隈町） 0994-45-2039 ７:30 ～ 18:00

１日＝０歳：2,000 円
　　　１～２歳：1,600 円
　　　３歳以上：1,000 円

光華保育園
（花岡町） 0994-46-3764 ８:30 ～ 17:30

１時間＝０歳：350 円
　　　　１～２歳：300 円
　　　　３歳：250 円
　　　　４歳以上：200 円

わかば保育園
（寿４丁目） 0994-44-5234 ８:00 ～ 17:00 午前＝ 1,000 円

午後＝ 1,000 円

串

良

地

区

ひばり保育園
（串良町細山田） 0994-62-3377 ７:00 ～ 18:00 

４時間以内＝ 1,000 円／日
４ 時 間 超＝ 2,000 円／日
※１歳３か月未満児の預かり時間
　８:30 ～ 17:30

洗心保育園
（串良町有里） 0994-63-9192 ７:30 ～ 18:30 半日＝ 1,000 円

１日＝ 2,000 円

ふたば保育園
（串良町下小原） 0994-63-2620 ７:10 ～ 18:40

４時間以内＝ 1,000 円／日
超過１時間＝０～３歳：250 円
　　　　　　４～５歳：200 円

●実施場所及び利用料金（おやつ代等、別途料金が必要になる場合があります）

区　　分
保護者負担金

２歳未満
の児童

２歳以上
の児童

市町村民税
非課税世帯

1,100 円 1,000 円

市町村民税
課 税 世 帯

5,350 円 2,750 円

子どもの

ショート

ステイ

●利用料金（１日あたり）

　市では、総合計画について、広く市民の皆さんに周知し、ご理解をいただきながら、地域が一体となっ
て計画を推進していくため、住民説明会の開催を予定しています。説明会の日程等は、詳細が決まり
次第、お知らせしていきます。また、総合計画の本編及び概要版は市ホームページからご覧になれます。

【問い合わせ】市企画調整課　☎ 0994-31-1125

　地域別計画は、それぞれの地域の特性と課題を踏まえながら、各地域の果たす役割と、将来の方向を明
らかにするものです。

〜地域別計画〜

１.市街地中心地区
　 ○一層の賑わいの創出と商店街の活性化
　 ○居住環境や都市機能の充実による活発
　な交流の展開

２. 寿地区
　 ○総合的な雨水排水対策の推進
　 ○居住環境の向上
　 ○地域に根ざした近隣型商業の集積
３. 西原地区
　 ○観光施設等を生かした交流の促進によ
　る商業機能の充実

　 ○時代の要請に合致した教育環境・体制
　の充実

　 ○居住環境の向上
４. 高隈地区
　 ○国際交流の推進
　 ○人口減少、少子高齢化に伴う過疎化対策
　 ○交流人口の増加促進
５. 東原・祓川地区
　 ○広大な畑地を利用した戦略的農業の推進
　 ○快適な農村社会の形成
６. 田崎地区
　 ○企業立地の推進
　 ○居住環境の充実
　 ○交流の促進による地域活性化
７. 大姶良地区
　 ○かのやばら園の広域観光拠点機能の充
　実・強化による誘客・交流の促進

　 ○農業の振興
８. 高須・浜田地区
　 ○農業及び漁業の振興
　 ○人口減少、高齢者対策の推進
　 ○地域資源を活用した地域活性化
９. 古江・花岡地区
　 ○国道 220 号古江バイパスの早期完成
　の促進

　 ○漁業及び農業の振興
　 ○地域の資源を活用した地域活性化

○北の玄関としての役割・機能の充実・強化
○学校教育環境の改善・充実
○高齢者対策に関する取り組みの充実・強化
○過疎化対策の推進
○地場産業の振興に向けた産業基盤の整備
○交流の促進による地域活性化
○情報通信格差の是正

○防災情報システムの構築
○魅力ある第１次産業の確立
○良好な居住環境の確保
○共生・協働のまちづくりの啓発
○交流人口の拡大による地域活
性化

○交流人口の拡大による地域活性化
○農業における生産性の向上や安全・安心な
農畜産物の供給体制の強化
○企業活動の支援
○地域コミュニティ活動の充実
○情報通信格差の是正

鹿屋地域 輝北地域

串良地域

吾平地域


